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ニュース

30

年
次
有
給
休
暇
と
は
？

「
年
次
有
給
休
暇
」と
は
、
法
律
で
定

め
ら
れ
た
労
働
者
の
権
利
で
す
。
労
働

基
準
法
に
お
い
て
、
労
働
者
は
、

・�

６
カ
月
間
継
続
し
て
勤
務
し
て
い
る

・�

全
労
働
日
の
８
割
以
上
出
勤
し
て
い
る

の
２
点
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
10
日
間

の
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ
、
申
し

出
る
こ
と
で
取
得
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
、

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
々
も
同
様

で
す
。
な
お
、
年
次
有
給
休
暇
の
付
与

日
数
は
、
図
表
１
の
と
お
り
で
す
。

し
か
し
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率

は
、
48
・
７
％（
２
０
１
５
年
）と
５
割

を
下
回
っ
て
お
り
、
近
年
、
こ
の
よ
う

な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

取
得
率
が
低
調
で
あ
る
理
由
を
調
べ

た
と
こ
ろ
、
全
体
の
約
３
分
の
２
の
労

働
者
が
、「
み
ん
な
に
迷
惑
が
か
か
る

と
感
じ
る
」、「
後
で
多
忙
に
な
る
」、「
職

場
の
雰
囲
気
で
取
得
し
づ
ら
い
」な
ど

の
理
由
か
ら
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得

に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
い
ま
す（
※
２
）。

年
次
有
給
休
暇
取
得
に
向
け
た�

職
場
づ
く
り
を
！

年
次
有
給
休
暇
取
得
は
、
心
身
の

疲
労
回
復
な
ど
の
た
め
に
必
要
で

す
。
さ
ら
に
、
仕
事
に
対
す
る
意
識

や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
休
暇

が
取
得
し
や
す
い
環
境
は
、
仕
事
の

生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
企
業
イ
メ
ー
ジ

の
向
上
や
優
秀
な
人
材
の
確
保
に
つ
な

が
る
な
ど
、
企
業
、
労
働
者
双
方
に

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

労
働
者
が
取
得
に
た
め
ら
い
を
感

じ
な
い
よ
う
、
労
使
双
方
で
取
得
状

況
の
確
認
や
、
取
得
率
向
上
に
向
け

た
具
体
的
な
話
し
合
い
の
機
会
を
つ

く
り
、
取
得
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

計
画
的
付
与
制
度
の
活
用
を
！

「
計
画
的
付
与
制
度
」と
は
、
年
次
有

給
休
暇
の
付
与
日
数
の
う
ち
、
５
日

を
除
い
た
残
り
の
日
数
に
つ
い
て
は
、

労
使
協
定
を
結
べ
ば
、
計
画
的
に
休

暇
取
得
日
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す（
図
表
２
）。
こ
の
制
度
の

導
入
に
よ
っ
て
、
休
暇
取
得
の
確
実

性
が
高
ま
り
、
労
働
者
に
と
っ
て
は

取
得
へ
の
た
め
ら
い
も
な
く
な
り
、

ま
た
、
事
業
主
に
と
っ
て
は
計
画
的

な
業
務
運
営
に
役
立
ち
ま
す
。

キ
ッ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
が�

来
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

地
域
ご
と
に
夏
休
み
な
ど
の
一
部

を
ほ
か
の
日
に
移
し
学
校
休
業
日
を

分
散
化
す
る
取
り
組
み（
キ
ッ
ズ

ウ
ィ
ー
ク
）が
来
年
度
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。厚
生
労
働
省
で
は
、キ
ッ

ズ
ウ
ィ
ー
ク
に
合
わ
せ
て
年
次
有
給

休
暇
を
取
得
し
や
す
く
す
る
た
め
、

労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針
に「
子

ど
も
の
学
校
休
業
日
や
地
域
の
イ
ベ

ン
ト
に
合
わ
せ
て
労
働
者
が
年
次
有

給
休
暇
を
取
得
で
き
る
よ
う
検
討
す

る
こ
と
」を
盛
り
込
み
、
今
年
10
月

１
日
か
ら
適
用
さ
せ
て
い
ま
す
。

※2　労働時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査（2016年）
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図表1　年次有給休暇の付与日数

図表2　計画的付与制度の活用例

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

通常の労働者の付与日数

週所定労働日数が 4 日以下かつ週所定労働時間が 30 時間未満の労働者の付与日数

※ 週以外の期間によって労働日数が定められている場合

週所定
労働日数

1 年間の
所定労働日数 （※)

継続勤務年数
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上

付
与
日
数

4 日 169 〜 216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日
3 日 121 〜 168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日
2 日 73 〜 120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日
1 日 48 〜 72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日

5日 5日

15日

例 1 年次有給休暇の付与日数が 10日の従業員

事業主が計画的に
付与できる

事業主が計画的に付与できる

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を
含めた付与日数から 5日を除いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

従業員が自由に
取得できる

5日
従業員が自由に
取得できる

年次有給休暇の付与日数が 20日の従業員例2

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です ！
─「プラスワン休暇」で連続休暇に─


